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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を噴射するための噴射ノズルであって、
　ノズル本体と、流体用の流路を形成するノズル孔とを含み、
　前記流路は通路壁を含み、前記ノズル孔は前記流路を介して出口と流体連通した入口を
有し、
　前記入口は前記出口よりも大きく、前記流路に沿って前記入口及び前記出口を通る少な
くとも一つの断面において、前記ノズル孔は、前記流路の長さ内の全ての距離ｘについて
、
　｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞６０μｍ／ｍｍ（ここで、Ｓ＝壁間離間距離であり、ｘは前記入
口からの距離である）という条件によって定義される、噴射ノズル。
【請求項２】
請求項１に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズル孔は、｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞８０μｍ／ｍｍという条件によって定義される、
噴射ノズル。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の噴射ノズルにおいて、
前記入口及び前記出口は、ノズル孔軸線を定義し、前記少なくとも一つの断面は、前記軸
線を通る、噴射ノズル。
【請求項４】
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請求項３に記載の噴射ノズルにおいて、
前記条件は、前記軸線に直交する全ての断面について満たされる、噴射ノズル。
【請求項５】
請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記壁の条件は、前記流路の長さの少なくとも４０％に亘って保持される、噴射ノズル。
【請求項６】
請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズル孔は、前記流路の長さに沿って円形断面を有する、噴射ノズル。
【請求項７】
請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズル孔は、前記流路の長さに沿って楕円形断面を有する、噴射ノズル。
【請求項８】
請求項７に記載の噴射ノズルにおいて、
前記楕円の長軸及び短軸のいずれか一方又は両方を通る断面が前記条件を満たす、噴射ノ
ズル。
【請求項９】
請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズル孔は、前記流路の長さに沿ってほぼ矩形断面を有する、噴射ノズル。
【請求項１０】
請求項１乃至９のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズル本体には、流体源と連通したボアが設けられており、前記噴射ノズルは、流体
を前記ボアから前記ノズル孔を通して前記噴射ノズルの外側の容積に噴射するように構成
されている、噴射ノズル。
【請求項１１】
請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記ノズルは、請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載のノズル孔による複数のノ
ズル孔を含む、噴射ノズル。
【請求項１２】
請求項１１に記載の噴射ノズルにおいて、
前記複数のノズル孔は、一つ又はそれ以上の孔の列をなして配置されている、噴射ノズル
。
【請求項１３】
請求項１乃至１２のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルにおいて、
前記少なくとも一つの断面の前記通路壁は、放物線輪郭、直線状輪郭、又は曲線と直線を
組み合わせた輪郭を形成する、噴射ノズル。
【請求項１４】
請求項１乃至１３のうちのいずれか一項に記載の噴射ノズルを含む、内燃エンジン用燃料
インジェクタ。
【請求項１５】
請求項１４に記載の内燃エンジン用燃料インジェクタにおいて、
前記噴射ノズルは、一連の噴射孔を備える先端を有するノズル本体と、前記ノズル本体の
ボアに配置されるニードルとを備えており、前記一連の噴射孔は、前記ニードルが前記ニ
ードルの座から持ち上げられたとき、前記噴射ノズルから燃焼空間に燃料を噴射するよう
に配置されている、内燃エンジン用燃料インジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は噴射ノズルに関する。詳細には、本発明は、流体をノズル内部容積から外部容
積に噴射するための改良ノズルの形態及び輪郭に関する。本発明の特定の用途は燃料噴射
システムであるが、流体を第１容積から第２容積に噴射するためのノズル構成を使用する
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任意のデバイスに適用してもよい。
【背景技術】
【０００２】
　直噴型内燃エンジンについて、燃料は、代表的には、多孔ノズル設計を使用する噴射ノ
ズルから噴射される。多孔ノズル設計では、個々の孔の各々（ノズル出口）は、専用工具
で精密に製造された所定の内部形状を有する。孔の内部形状は、液体燃料を効率的に噴霧
することにより、燃焼チャンバ内で混合気を急速に形成できるようにするため、形成され
且つ最適化される。このような最適化により、排気エミッションを低減し、燃焼音を最適
化し、燃料消費量を減少する。
【０００３】
　空気及び燃料の混合を改善するために従来行われた努力には、孔の入口オリフィスに丸
みを付けることが含まれる。これは、孔の入口に丸みを付けることによりノズル流出係数
(discharge coefficient) が増大し、これによってスプレーの運動量が増大し、燃焼チャ
ンバ内で燃料の良好な混合が行われるという理解の下に行われた。この種の丸み付けは、
研磨粒子を含むペーストを使用して行われるが、これには製造プロセスに時間がかかると
いう欠点があった。これは、噴射ノズルの全体としての製造費用に影響を及ぼす。
【０００４】
　最近（例えば、本出願人のＥＰ０３５２９２６、ＥＰ１６６９１５７、及びＥＰ１６６
９１５８を参照されたい）、テーパ孔を使用することにより、（丸みを付けた孔オリフィ
スを持つ噴射ノズルと比較して）等価のノズル効率性能が得られ、これと同時に製造プロ
セスの時間及び費用が低減されるということが提案されている。テーパ孔角度（先細）は
、従来、以下に定義するｋｆａｃｔｏｒというファクタによって特徴付けられてきた。
【０００５】
【数１】

【０００６】
　ここで、Ｄｉｎ及びＤｏｕｔは、夫々ノズルの入口オリフィス直径及び出口オリフィス
直径である（これらの直径は、μｍ単位の大きさである）。
　現在製造されている噴射ノズルの代表的なｋｆａｃｔｏｒの値は１乃至２．５である。
これは、孔入口と孔出口との間の孔の直径の減少が１０μｍ乃至２５μｍであるというこ
とと等しい（代表的には、ノズル孔自体の長さは１ｍｍ＝１０００μｍである）。これら
のｋｆａｃｔｏｒの値は、噴射に含まれる物理的プロセスの現在の知識によって、及び現
在の製造機器の構成によって決定されてきたということに着目されたい。
【０００７】
　ノズル孔効率は、ノズル流出係数Ｃｄによって特徴付けられることができる。ノズル流
出係数Ｃｄは、以下のベルヌーイの式を使用して計算される。
【０００８】

【数２】

【０００９】
　ここで、Ｑは、計測により得られた孔の流量であり、Ｐｉｎ及びＰｏｕｔは、夫々、孔
の入口圧力及び出口圧力（燃料噴射圧力及び燃焼チャンバのガス圧であり得る背圧）であ
り、Ｓｏｕｔは孔の出口断面であり、ρは、孔入口の圧力条件及び温度条件での液体燃料
の密度である。
【００１０】
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　自動車の用途でのＣｄの値は、代表的には製造中に計測され、０．８０乃至０．８８で
あり（ノズルの上流圧力及び下流圧力は、夫々１０１×１０３ｈＰａ（１０１バール）及
び１×１０３ｈＰａ（１バール）である）。現在の周知の孔設計は、０．８８より大きい
ノズル孔流出係数を提供しないということに着目されたい。
【００１１】
　ノズル孔の設計における別のファクタは、ノズル孔が効果的に作用するようにするため
、孔で必要とされる製造精度である。これに関し、ｋｆａｃｔｏｒの値が１乃至２．５で
あるように設計された孔は、孔の長さの影響を受け易く、孔の長さが変化すると、噴射ノ
ズルの性能に悪影響が及ぼされる可能性があるということに着目されたい。従って、現在
の噴射ノズルのノズル孔の機械加工は高い精度を要求し、その結果、製造プロセスに時間
がかかり、費用がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＥＰ０３５２９２６
【特許文献２】ＥＰ１６６９１５７
【特許文献３】ＥＰ１６６９１５８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の目的は、上述の問題点を解決する、又は大幅に緩和する噴射ノズルを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明の第１の態様によれば、流体を噴射するための噴射ノズルにおいて、ノズル本体と
、流体用の流路を形成するノズル孔とを含み、流路は通路壁を含み、ノズル孔は流路を介
して出口と流体連通した入口を有し、
入口は出口よりも大きく、流路に沿って入口及び出口を通る少なくとも一つの断面におい
て、ノズル孔は、流路の長さ内の全ての距離ｘについて、
｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞４５μｍ／ｍｍ（ここで、Ｓ＝壁間離間距離であり、ｘは入口から
の距離である）という条件によって定義される、噴射ノズルが提供される。
【００１５】
　本発明は、従来のノズル設計におけるよりもテーパのレベルが遥かに大きい、テーパし
た（入口が出口よりも大きい）噴射孔を持つ噴射ノズルを提供する。詳細には、スライス
（断面）を孔の長さに沿って得る場合、前記断面の大部分に亘り、条件｜（ｄＳ／ｄｘ）
｜（即ち、壁間離間距離（孔の向き合った内壁間の距離）の、距離に対する変化率の大き
さ）が前記断面の大部分内の全ての距離ｘについて、４５μｍ／ｍｍよりも大きいという
ことに着目されたい。
【００１６】
　換言すると、ノズル孔の大部分に沿って任意の所与の距離ｘでの条件（ｄＳ／ｄｘ）（
又は｜（ｄＳ／ｄｘ）｜）の大きさは、４５μｍ／ｍｍよりも大きい。断面内の通路壁の
輪郭は直線状であってもよいということに着目されたい。別の態様では、これらの壁の輪
郭は、放物線又は他の湾曲した輪郭であってもよいし、曲線と直線を組み合わせた輪郭で
あってもよい。しかしながら孔を通る断面内では、孔の長さの大部分に沿った条件の最小
値は、常に４５μｍ／ｍｍよりも大きい。即ち、｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞４５μｍ／ｍｍで
ある。
【００１７】
従来のノズル孔設計と比較すると、本発明の実施例による噴射ノズルは、流出係数の向上
、良好な燃料噴霧化性能、及び孔自体の内部の圧力及び速度の改善がなされるということ
に着目されたい。更に、孔に丸みを付けた従来の孔設計では、壁間離間距離の値が、局所
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的に、上述の壁条件を越えるということに着目されたい。しかしながら、これは従来のノ
ズル孔の極めて限られた部分でしか起こらず、孔の長さに沿って壁条件を保持する本発明
とは対照的である。
【００１８】
　本発明の一実施例による噴射ノズルは、ＥＰ０３５２９２６、ＥＰ１６６９１５７、Ｅ
Ｐ１６６９１５８、ＥＰ１０８１３７４、ＥＰ１１８０５９６、ＥＰ１３４４９３１、Ｅ
Ｐ１４９６２４６、ＥＰ１４９８６０２、ＥＰ１５２２７２１、ＥＰ１５５３２８７、Ｅ
Ｐ１６４５７４９、ＥＰ１７０３１１７、ＥＰ１７４４０５１、及びＥＰ１６４３１１７
等の本出願人の特許出願に記載された燃料噴射システムで使用されてもよい。しかしなが
ら、本発明は、流体を第１容積から第２容積に噴射する任意の流体送出システムに適用で
きるということに着目されたい。
【００１９】
好ましくは、ノズル孔は、孔の長さに沿った任意の所与のｘのところで、｜（ｄＳ／ｄｘ
）｜＞６０μｍ／ｍｍという条件によって定義される。この条件を満たすノズル孔は、周
知のテーパ噴射孔と比較した流出係数Ｃｄの分析に基づいて、性能が約５％向上すること
が示されるということに着目されたい。
【００２０】
好ましくは、ノズル孔は、孔の長さに沿った任意の所与のｘのところで、｜（ｄＳ／ｄｘ
）｜＞８０μｍ／ｍｍという条件によって定義される。この条件により、噴射孔の長さの
変化がその性能に及ぼす効果を減少するということに着目されたい。従って、この条件を
満たすノズル孔は、現在の噴射孔程の高い製造許容差レベルで製造される必要がない。
【００２１】
　便利には、本発明の実施例によるノズル孔の改良された性能は、壁条件が孔の長さの少
なくとも４０％に亘って保持された場合に観察されるということに着目されたい。好まし
くは、条件は、最終的に、孔の長さの６０％乃至９０％に亘って保持されなければならな
い。
【００２２】
　便利には、孔の入口及び出口がノズル孔軸線を定義する場合、少なくとも一つの断面は
、軸線を通る断面であってよい。便利には、壁間離間距離条件は、軸線を通る全ての断面
について、軸線周りの配向に関わらず満たされる。
【００２３】
　便利には、ノズル孔の断面は、円形であってもよいし楕円形であってもよい。断面が楕
円形である場合には、断面は、孔の軸線及び楕円の長軸又は短軸のいずれかを通る断面が
壁間離間距離条件を満たす。別の態様では、ノズル孔の断面は、三角形、矩形、正方形、
又は任意の他の多角形であってもよい。
【００２４】
　ノズル本体には、流体源（例えば加圧燃料）と連通したボアが設けられていてもよく、
噴射ノズルは、流体をボアからノズル孔を通して噴射ノズルの外側の容積、例えば、エン
ジンシステムの燃焼容積に噴射するように構成されていてもよい。この構成では、孔入口
はボア内に開放しており、孔出口は噴射ノズルの外側の容積に開放しているということに
着目されたい。
【００２５】
　好ましくは、噴射ノズルは、上文中に説明したノズル孔による複数のノズル孔を含み、
これらの複数のノズル孔は、本出願人の特許出願ＥＰ１６４５７４９、特許出願ＥＰ１７
０３１１７、特許出願ＥＰ１７４４０５１、及び特許出願ＥＰ１６４３１１７に記載され
ているように、一つ又はそれ以上の孔列をなして配置されていてもよい。
【００２６】
　少なくとも一つの断面内の流路の通路壁は、直線状の構成を備えていてもよいし、非直
線状の構成を備えていてもよく、例えば直線状テーパ輪郭、放物線輪郭、直線状輪郭と非
直線状輪郭を組み合わせた輪郭を形成してもよい。
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【００２７】
　本発明は、本発明の第１の態様による噴射ノズルを含む、内燃エンジン用燃料インジェ
クタを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、周知の燃料インジェクタ構成の断面図である。
【図２】図２は、周知の燃料インジェクタ構成の断面図である。
【図３】図３は、代表的な噴射ノズル出口孔の断面図である。
【図４】図４は、噴射ノズルの周知の噴射孔構成を示す図である。
【図５】図５は、噴射ノズルの周知の噴射孔構成を示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例による噴射ノズル出口孔の断面図である。
【図７ａ】図７ａは、本発明の一実施例と関連して使用できる噴射ノズル出口孔の断面図
である。
【図７ｂ】図７ｂは、本発明の一実施例と関連して使用できる噴射ノズル出口孔の断面図
である。
【図７ｃ】図７ｃは、本発明の一実施例と関連して使用できる噴射ノズル出口孔の断面図
である。
【図７ｄ】図７ｄは、本発明の一実施例と関連して使用できる噴射ノズル出口孔の断面図
である。
【図８】図８は、孔入口の半径に対する流出係数Ｃｄのプロットを示す図である。
【図９】図９ａ乃至図９ｊは、ノズル孔のテーパが孔の内部流体圧力及び速度に及ぼす効
果を示す図である。
【図１０ａ】図１０ａは、孔入口からの距離に関するノズル孔の内部圧力のプロットであ
る。
【図１０ｂ】図１０ｂは、孔入口からの距離に関する内部流体速度のプロットである。
【図１０ｃ】図１０ｃは、孔軸線からの距離に関する内部流体速度のプロットである。
【図１１ａ】図１１ａは、長さが異なる二つのノズル孔についての、孔の内部形状に対す
る流出係数の改善を示すプロットである。
【図１１ｂ】図１１ｂは、入口に丸みが付けてない第１ノズル孔及び入口に丸みを付けた
第２ノズル孔についての、孔の内部形状に対する流出係数の改善を示すプロットである。
【図１２】図１２ａ乃至図１２ｆは、周知の孔形状及び本発明の実施例による孔形状につ
いての内部圧力場及び速度場の比較を示す図である。
【図１３】図１３ａ乃至図１３ｄは、長さが異なる二つの孔について、流体出口速度に及
ぼされる孔テーパの増大の効果を示す図である。
【図１４】図１４ａ乃至図１４ｆは、燃焼容積内へのスプレー侵入に及ぼされる孔テーパ
の効果を示す図である。
【図１５】図１５は、周知の孔形状及び本発明の実施例による孔形状についての、エミッ
ション及び粒状物のレベルのプロットを示す図である。
【図１６】図１６は、周知の孔形状及び本発明の実施例による孔形状についての、ＣＯ２

エミッションのレベルの比較を示す図である。
【図１７】図１７ａ乃至図１７ｄは、周知の孔形状及び本発明の実施例による孔形状につ
いての、燃料消費量、フィルタスモークナンバー（ＦＳＮ）、ブースト圧力、及び排気温
度のプロットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下の説明において、本発明を、燃料噴射ノズルへのその応用に関して論じる。しかし
ながら、本発明は、第１容積から第２容積内への燃料の噴射に使用される任意の種類の噴
射ノズルに適用してもよいということに着目されたい。例えば、噴射ノズルは、液体燃料
を供給容積から家庭用暖房システムの加熱／燃焼チャンバ内に噴射するのに使用してもよ
い。本発明のその他の用途には、ガソリン直噴システム及び暖房炉が含まれる。



(7) JP 5319780 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

【００３０】
　更に、以下に説明する本発明の実施例による噴射ノズルの使用は、任意の特定の種類の
エンジンに限定されないということに着目されたい。
　以下の説明において、同様の特徴を示すのに同じ参照番号を使用したということに着目
されたい。
【００３１】
更に、以下の説明において、噴射孔の長さに沿った噴射孔の壁間離間距離(separation of
 the walls) の変化の態様を説明するため、「平均｜（ｄＳ／ｄｘ）｜」という用語を簡
略表記として使用するということに着目されたい。この表現において、Ｓは、噴射孔が形
成する通路に沿った断面内の噴射ノズルの壁間離間距離に関し、前記表現は、前記断面に
沿った任意の所与の点（又は孔の長さに沿った任意の所与の点）で、壁間離間距離の「勾
配」が常に表記値よりも大きいということを意味するものと解されるべきである。従って
、この表現には、非線形壁形状が含まれるが、値｜ｄＳ／ｄｘ｜の最小値は、常に（たと
え、値が、噴射孔の長さに沿って変化しようとも又は条件が定義される噴射孔の大部分に
沿って変化しようとも）、表記値よりも大きいということに着目されたい。
【００３２】
　次に図１及び図２を参照すると、これらの図には、ノズル本体７のボア５内に噴射ニー
ドル３が配置された噴射ノズル１が示してある。ノズルは、更に、燃料を燃料ギャラリー
１１に供給するための供給孔９を含む。ニードル３は、上ガイド１３及び下ガイド１５に
よって移動が制限されている。本体７の先端の一連の噴射孔１７により、ニードルがその
座２１から持ち上げられたとき、噴射ノズル１のベースのノズルサック１９から燃焼空間
（図示せず）に燃料を噴射できる。
【００３３】
　図３は、ノズル孔の断面図を示す。孔の入口２５の直径はＤｉｎであり、孔の出口２７
の直径はＤｏｕｔであり、Ｄｉｎ＞Ｄｏｕｔであるということに着目されたい。孔の軸線
２９に沿った距離ｘの増大に従って、孔の壁３１が先細になり、テーパした内部形状を形
成するということに着目されたい。図３の寸法は、例示の目的で誇張してあるが、孔の長
さは、代表的には、１ｍｍ（１０００μｍ）であり、ＤｉｎとＤｏｕｔとの差は、１０μ
ｍ乃至２５μｍの範囲内にあるということに着目されたい。
【００３４】
　図４は、一列の噴射孔１７が設けられた噴射ノズル１の断面図である。図５は、二列３
３の噴射孔が設けられた変形例を示す。
　図６は、本発明の一実施例によるノズル孔１７の断面図である。三つの別々の孔内部形
状を図６に示す（三つの壁部分３１ａ、３１ｂ、及び３１ｃによって表示する）。図３の
噴射ノズルと比較すると、図６の孔入口２５は、孔出口２７よりもかなり大きいというこ
とに着目されたい。
【００３５】
　図６では、孔の軸線に沿った所定の位置ｘでの孔の直径ＤをＤ（ｘ）と表記する。平均
｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞４５μｍ／ｍｍであるということに着目されたい。換言すると、孔
の中央軸線に沿った｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の最小値は、＞４５μｍ／ｍｍである。しかしな
がら、｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の勾配は、孔の壁の輪郭が非線形であるように、軸線に沿って
変化していてもよいということに着目されたい。
【００３６】
　以下に説明するように、図６に示す様々な孔形状は全て、孔の直径（又は非円形断面の
孔についての壁間離間距離）の変化率が４５μｍ／ｍｍを超える場合、周知の噴射ノズル
と比較して、改良されたインジェクタ性能を提供する。
【００３７】
図６に関して上文中に説明したように、孔の断面形状は必ずしも円形でなくてもよい。図
７ａ乃至図７ｄに示すように、孔の軸線に沿った少なくとも一つの断面について、孔の長
さに沿った孔の壁間離間距離が、平均｜（ｄＳ／ｄｘ）｜＞４５μｍ／ｍｍ（ここで、Ｓ
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＝壁間離間距離）という条件を満たす限り、本発明の実施例と関連して、円形、楕円形、
矩形、及び場合によっては半円形の孔断面を使用してもよい。
【００３８】
　非円形孔断面は、性能上の利点を提供する。例えば、矩形の孔設計は、シート状の燃料
を燃焼チャンバに噴射することができる。これは、特定の場合において、円形の孔で噴射
される噴流よりも好ましい。
【００３９】
　図８は、円形断面のノズル孔についての孔の内部形状に対する流出係数Ｃｄのプロット
を示す。この図は、円筒形形状（ｄＤ／ｄｘ＝０）から、孔の直径が１８０μｍ／１００
０μｍ相当で変化する、極端な孔設計までの孔の内部形状をカバーするということがわか
る。五つの異なる孔の入口半径についての結果を示す。
【００４０】
　図８の目的のために、基準孔設計は、０．８５乃至０．８８の流出係数に相当し、ｙ軸
は、この設計に対する改善のパーセンテージを示す。
　　現在のノズル設計は、５０と表示した領域内に入り、長さ１ｍｍのノズル孔について
、これらの孔形状は、０乃至３のＫｆａｃｔｏｒに相当することがわかる。
【００４１】
　図から、壁間離間距離が約４５μｍ／ｍｍ又はそれ以上の割合で増大する孔の内部形状
は、流出係数Ｃｄが現在の設計と比較して大幅に向上することがわかる。更に、孔のテー
パは、孔の流出係数Ｃｄに、入口半径よりも大きな影響を及ぼす（即ち、テーパには、孔
入口に局所的に丸みを付けるよりも大きな効果がある）ということに着目されたい。更に
、壁間離間距離が６０μｍ／ｍｍよりも大きな割合で増大すると、噴射ノズルは５％の性
能の向上を示すということに着目されたい。
【００４２】
　図９ａ乃至図９ｊは、ノズル孔のテーパが孔の内部流体圧力及び速度に及ぼす効果を示
す。図９では、三つの異なる孔形状を試験した。図９ａから、孔のテーパが図の左から右
に向かって増大することがわかる。試験が行われた各孔において、孔の出口直径は一定で
ある。
【００４３】
　図９ｂ、図９ｃ、及び図９ｄは円筒形の孔に関し、即ち孔テーパ＝０である。図９ｂは
、孔の内部の内部圧力場を示す。図９ｂの最も左側の領域は、噴射ノズルのボア５内の圧
力であり、テーパ＝０設計について、ノズル孔への入口のところで、圧力が突如大幅に低
下することがわかる。
【００４４】
　図９ｃ及び図９ｄは、孔の内部速度場を示す。図９ｃは、孔の軸線に沿った速度場を示
す。図９ｄは、孔出口を通る断面に亘る速度場を示す。図９ｃ及び図９ｄから、孔入口の
ところで流体の最大速度が生じることがわかる。最大速度は、孔の軸線の周囲に集中する
。速度は、孔の壁に向かって比較的低い値に低下する。
【００４５】
　図９ｅ、図９ｆ、及び図９ｇは、現在周知のノズル構成、即ち孔テーパ＝１０μｍ／ｍ
ｍ乃至２５μｍ／ｍｍ、によるテーパノズル孔に関する。図９ｅは、この孔構成について
の孔の内部の内部圧力場を示す。孔の内部での圧力降下は、円筒形孔形状についての圧力
降下よりも穏やかである。この構成についての速度場を図９ｆに示す。これは、流れの加
速度の変化が円筒形孔構成よりも穏やかであるということを示す。しかしながら図９ｇか
らわかるように、出口での速度場は孔の軸線の周囲に依然として集中している。
【００４６】
　図９ｈ、図９ｉ、及び図９ｊは、本発明の一実施例による、即ち孔テーパ＝９０μｍ／
ｍｍ（この例では、孔の長さ＝０．６ｍｍ）のテーパノズル孔に関する。図９ｈでは、本
発明の一実施例によるノズル構成は、圧力がノズル孔の全長に沿って徐々に低下すること
がわかる。更に、図９ｉからわかるように、流体の速度は孔出口に向かって加速する。図
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９ｊから、出口断面の境界層が上掲の二つの孔形状よりも遥かに薄いということがわかる
。これにより、孔を出る流体の平均速度が、上掲の二つの孔形状と比較して上昇するとい
う効果が得られる。
【００４７】
　図１０ａ、図１０ｂ、及び図１０ｃは、図９から得られたデータをプロットしたグラフ
として示す。図１０ａは、孔の軸線に沿った圧力降下が、本発明の一実施例に従って設計
した孔（図１０ａにおいて、「本発明の設計と表記した」）では、比較的緩やかであると
いうことを示す。
【００４８】
　図１０ｂは、円筒形形状及び現在の基準孔形状について、孔入口の初期加速度の後、長
期間に亘り、流体の速度がほぼ一定であることを示す。これとは対照的に、本発明の一実
施例による形状では、孔の全長に沿って加速度が徐々に変化する。
【００４９】
　図１０ｃは、本発明の一実施例による孔形状では、孔出口における流体速度が比較的均
一であるということを示す。
　図１１ａは、孔の内部形状に対する流出係数の（基準形状と比較した）改善のプロット
を示す。長さ０．６ｍｍのノズル孔についての第１プロット及び長さ１．２ｍｍのノズル
孔についての第２プロットの二つの別々のプロットが示してある。
【００５０】
　現在周知の生産設計による孔のテーパ値では、孔の長さがノズルの性能に大きく影響す
るということがわかる。しかしながら、比較的高い｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の値（即ち、本発
明の一実施例による値）では、孔の長さの重要性は低下し、ノズル性能は、約８０μｍ／
ｍｍの値から、ノズル孔の長さとは無関係になることが明らかである。
【００５１】
　図１１ｂは、入口に丸みが付けてない孔及び入口に丸みを付けた孔についての孔形状に
対する流出係数のプロットである。比較的低い孔テーパ値では、孔に丸みを付けることに
よる効果は、比較的高い孔テーパ値におけるよりも高い。
【００５２】
　図１２ａ乃至図１２ｆは、周知の孔形状及び本発明の実施例による孔形状についての内
部圧力場及び速度場の比較を示す。
　図１２ａ及び図１２ｂは、｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の値が約３０μｍ／ｍｍの孔に関する。
圧力が孔の内部で大きく且つ突然降下し、速度場は大きな高速領域を示す。これは、エネ
ルギの大きな損失につながる。
【００５３】
　図１２ｃ乃至図１２ｆは、｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の値が約１８０μｍ／ｍｍの二つの孔形
状に関する。図１２ｃ及び図１２ｄは、孔の軸線に沿って直線状の壁輪郭を持つ孔に関す
る。図１２ｅ及び図１２ｆは、最初は放物線状の輪郭を備えており、次いで実質的に直線
状の輪郭になる孔に関する。これらの両方の場合において、｜（ｄＤ／ｄｘ）｜の値は、
孔の全断面に沿って、１８０μｍ／ｍｍと等しいか或いはそれ以上である。
【００５４】
　図１２ｃ乃至図１２ｆに示す二つの孔輪郭は同様の挙動を示し、軸線に沿った孔の実際
の輪郭はノズルの性能に影響を及ぼさないということがわかる。これらの両方の場合にお
いて、滑らかな流出領域があり、孔出口付近では流体速度が比較的高いということがわか
る。
【００５５】
　図１３ａ及び図１３ｂは、長さが０．６ｍｍの孔のテーパを０μｍ／ｍｍから５０μｍ
／ｍｍに増大した効果を示す。図１３ａから、孔の内部の速度場がほぼ「Ｕ」字形状であ
ることがわかる。これとは対照的に、図１３ｂでは、速度場は、孔の出口のところで比較
的均一である。
【００５６】
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　図１３ｃ及び図１３ｄは、長さが０．９ｍｍの孔についての速度場の同様のプロットを
示す。この場合も、テーパを増大した形状は、孔の出口のところでの速度が均等になると
いう改良を示す。
【００５７】
　図１４ａ乃至図１４ｆは、燃焼容積内へのスプレー侵入に及ぼされる孔のテーパの効果
を示す。図１４ａ、図１４ｂ、及び図１４ｃは、円筒形ノズル孔についての三つの異なる
クランク角度（上死点前６°、上死点後２４°、及び上死点後４４°）でのスプレー侵入
を示す。スプレーは良好に混合しておらず、特に図１４ｃでは、未使用空気領域がある（
図１４ｃにおいて、丸で囲ってある）。
【００５８】
　図１４ｄ、図１４ｅ、及び図１４ｆは、テーパが比較的大きい（この例では、テーパは
５０μｍ／ｍｍである）ノズル孔についての同じ三つのクランク角度でのスプレー侵入を
示す。図１４ａ、図１４ｂ、及び図１４ｃの孔設計と比較して、スプレー侵入及び混合が
改善されていることがわかる。
【００５９】
　図１５、図１６、図１７ａ乃至図１７ｄは、基準孔と高性能孔形状との比較結果を示す
。各場合において、基準ノズルは、現在の製造値の限度の設計（例えば、２５μｍ／ｍｍ
）を備えており、高性能ノズルは約１００μｍ／ｍｍの孔テーパを備えているということ
に着目されたい。全ての場合において、ノズルは６孔ノズルである。
【００６０】
　図１５は、基準ノズル設計（即ち、周知のノズル設計）及び本発明の実施例によるノズ
ルについての粒状物エミッション及びＮＯｘエミッションの比較を示す。本発明の実施例
によるノズルは、粒状物エミッションが、周知の設計と比較して最大４０％減少すること
が示された。
【００６１】
　図１６は、本発明の実施例によるノズルで、周知のノズル孔形状と比較してＣＯ２エミ
ッションの減少がなされることを示す。
　図１７ａ乃至図１７ｄは、全負荷で作動する多気筒エンジンでの本発明の実施例による
ノズルの評価を示す。全負荷において、周知のノズル孔設計と比較して全体的な燃焼効率
の向上が観察された。同じ出力点で、本発明によるノズル設計を備えたエンジンは、燃料
消費量が低く（基準システムと比較して約１．５％向上する）、排煙量が低く（－１ＦＳ
Ｎ）、排気温度が低い（基準システムと比較して約１０℃低い）。
【００６２】
　本発明は、コモンレールがエンジンの少なくとも一つのインジェクタに燃料を送出する
コモンレールインジェクタ等の燃料インジェクタで実施されることができ、又はエンジン
の各インジェクタにそれ自体の専用のポンプが設けられ、及び従って燃料が高圧で供給さ
れる電子式ユニットインジェクタ（ＥＵＩ）で実施されてもよい。本発明は、更に、デュ
アルコモンレール／ＥＵＩ機能を持つハイブリッドスキームで実施されてもよい。
【００６３】
　本発明は、更に、流体が第１容積から第２容積に噴射される任意のシステムで実施され
てもよい。
　上文中に説明した実施例は、単なる例であって、本発明を限定しようとするものではな
いということは理解されよう。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲に定義される。更
に、上述の実施例は個々に使用されてもよいし、組み合わせて使用されてもよいというこ
とは理解されよう。
【符号の説明】
【００６４】
　１　噴射ノズル
　３　噴射ニードル
　５　ボア
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　７　ノズル本体
　１１　燃料ギャラリー
　１３　上ガイド
　１５　下ガイド
　１７　噴射孔
　１９　ノズルサック
　２１　座
　２５　孔入口
　２７　孔出口
　２９　軸線
　３１　壁
 
 

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図７ｃ】
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【図７ｄ】 【図８】

【図９】 【図１０ａ】

【図１０ｂ】

【図１０ｃ】
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【図１１ａ】 【図１１ｂ】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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